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 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の施行により、平成 19 年度より公表が義務付けられま

した財政指標（健全化判断比率及び資金不足比率）について、平成 30 年度決算に基づく算定ができまし

たので、次のとおり報告します。 

●健全化判断比率 

指  標 平成 30 年度 平成 29 年度 早期健全化基準 財政再生基準 

実質赤字比率        ― %        ― %      15.00%      20.00% 

連結実質赤字比率        ― %        ― %      20.00%      30.00% 

実質公債費比率       6.4%        5.5%       25.0%       35.0% 

将来負担比率      42.1%       50.6%      350.0%  

※実質赤字または連結実質赤字がない場合は「―」と表示しています。 

 

健全化判断比率については、いずれの指標も早期健全化基準を下回りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●資金不足比率 

特別会計の名称 平成 30 年度 平成 29 年度 経営健全化基準 

水道事業会計 ― % ― % 

20.00％ 

町立温泉病院事業会計 ― % ― % 

簡易水道事業費特別会計   

下水道事業費特別会計 ― % ― % 

勝浦地方卸売市場事業費特別会計 ― % ― % 

※資金不足額がない場合は「―」と表示しています。 

 

 資金不足比率については、各公営企業ともに資金不足額は発生していません。 

 

  

平成 30年度決算に基づく健全化判断比率等について 

実質赤字比率、連結実質赤字比率については、平成 29年度と同様に平成 30年度におき

ましても、赤字額は発生しておりません。 

実質公債費比率（3か年平均）は平成 29年度から 0.9％上昇しております。 

単年度で比較した場合、平成 29年度は 5.5%ですが、平成 30年度は 7.0%となっており、

1.5%上昇しております。これは、以前に借入を行った保育所や中学校等の施設整備事業に

係る地方債の元金償還が開始したことによる公債費の増加が主な原因となっております。 

 また、将来負担比率は平成 29 年度から 8.5％減少しております。これは、ふるさと納

税の増加に伴う基金残高の増加、退職手当支給予定額に係る負担見込額の減少等の影響に

よるものです。 

 

 

資金不足比率については平成 29年度と同様に平成 30年度におきましても、すべての企業

会計において資金不足額は生じませんでした。 
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 一般会計等（普通会計）の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すものです。 

 

 

 

 

 すべての会計の赤字や黒字を合算し、町全体としての赤字の程度を指標化し、町全体としての財政運

営の深刻度を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 町の借入金の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すものです。 

 

  

 

 

 

 

町の借入金残高や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来の 

財政の圧迫度を示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

健全化判断比率等の概要 

実質赤字比率   ＝  
一般会計等の実質赤字額

標準財政規模
 

連結実質赤字比率 ＝  
連結実質赤字額

標準財政規模
 

実質公債費比率  ＝ 

地方債の元利償還金等 －                    

（特定財源 ＋ 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）

標準財政規模  – (元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)
 

（３か年平均） 

将来負担比率  ＝ 

将来負担額 − （充当可能基金額 ＋ 特定財源見込額        

         ＋ 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額）

標準財政規模 −（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
 

☆早期健全化基準 

 健全化判断比率が１つでも早期健全化基準以上となった場合、『財政健全化団体』となり、「財政健全化計

画」を策定し、議会の議決を経て、速やかに公表しなければなりません。また、その計画の実施状況を毎

年度議会に報告し、公表することとなります。 

☆財政再生基準 

 将来負担比率を除く健全化判断比率が１つでも財政再生基準以上となった場合、『財政再生団体』となり、

「財政再生計画」の策定が必要となります。「財政再生計画」は、議会の議決を経て、速やかに公表しな

ければなりません。また、その計画の実施状況を毎年度議会に報告し、公表することとなります。 

なお、財政再生計画に総務大臣の同意を得ている場合でなければ、災害復旧事業等を除き、地方債が発

行できなくなります。 
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公営企業ごとの資金不足額を、事業規模（営業収益等）に対して指標化し、経営状況の深刻度を示す

ものです。 

 

 

 

 

 

 

 

資金不足比率   ＝  
資金の不足額

事業の規模（営業収益等）
 

☆経営健全化基準 

 公営企業会計の資金不足比率が 20％を上回った場合、「経営健全化計画」の策定が必要となります。「経

営健全化計画」は、議会の議決を経て、速やかに公表しなければなりません。また、その計画の実施状況

を毎年度議会に報告し、公表することとなります。 

 


